
 

  

 

 

 

子供たちの「成長」を考える 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

    

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

令和４年１月３１日 

２月号 （№６０８） 

練馬区立豊玉小学校 

校長  小髙 敏男  

校長 小髙 敏男 

 令和３年度も残すところ２か月となりました。登校日数は卒業式まで３７日間です。感染が拡大し緊急

事態宣言が出るのではないかと心配な状況ですが、子供たちには、１年間を振り返り確かな成長を実感させ

たい時期です。「２月は逃げる」そして「３月は去る」と言い、あっという間に過ぎるからこそ、一日一日の

教育活動を大切にすすめてまいります。 

そこで今回は、成長について考えてみたいと思います。 

よく、成功を収めた実業家の話の中で「人は、順調なときには成長しない。失敗したり逆境に立ち向かった

りした時に成長する。」という内容を耳にします。子供にとっても「失敗」した経験から多くを学ぶことは言

うまでもありません。学習面でも心の面でも同様です。 

しかし、誰しも失敗を恐れ失敗しないようにと行動します。その行動が失敗しないように努力を重ね、挑戦

し続ける前向きな行動であれば良いのですが、失敗そのものから逃げてしまう消極的な行動となってしまっ

ては、成長には結び付きません。子供は、大人よりも経験も知識も少ないのですから、判断等を誤り、失敗し

ても当然です。 

様々な失敗がありますが、失敗の中でも「人とのかかわりの失敗経験」が少なくなってきているように感じ

ます。一昔前は、子供は集団遊びの中で、様々なトラブルを起こしては、子供同士で、時には年長者が仲介に

入って、解決してきました。その解決も、トラブルの原因を取り除くだけでなく、トラブルにかかわった子供

の気持ちもスッキリとした状態にする解決でした。近年、子供のトラブルに大人が介入することが多くなっ

てきていると言われています。大人が仲介することで、大人の価値観や判断を子供に押し付けてしまい、その

場は解決したようでも子供の気持ちはスッキリしないという場合があります。子供がトラブルという失敗を

しても、解決する力を身に付けるという成長をしないままとなるわけです。 

子供のトラブルには「お互い様」という様相がよくあります。子供たち自身にどうすればよいのかを考えさ

せ、その結果、どのようにしたかを大人はしっかりと見守ることが大切です。「見守る」とは、ただ見ている

だけではなく、必要に応じて助言や支援をしていくことです。時間がかかっても、子供自身の判断で解決でき

たことが「成長」だと思います。 

また、「成長」の仕方は階段状であると言われています。経験や学習をした分だけ「成長」するのかと思い

がちですが、正比例するのではなく、「成長」が現れる時期と「成長」が見られない停滞の時期があり、階段

状であるということです。努力し続けても成果が現れない時期を「高原現象」「高原状態」(プラトー)と言い

ます。この状態の時に「我慢」できるかどうかが成長に関係してきます。このプラトーの時期を脱するまで、

努力し続けるには、「自分を信じる」または、「我が子を信じる」という我慢をするしかありません。 

我慢する力を身に付けさせるためには、段階的に我慢を覚えさせなければなりません。「我慢はかわいそう」

と人権や自由意志を尊重しているようで我慢をさせない状態でも、「我慢は大切」とむやみに我慢を強いる場

合でも、心理的負担が大きすぎると危険を伴います。子供の能力や発達段階に応じた適度な我慢体験をさせ

ることが重要です。単に、心を鬼にするのではなく、冷静に子供を見つめ、必要かつ適度な我慢を与えること

が大切です。 

子供たちは、様々な失敗を繰り返し、不安や焦りに耐え、次のステージへと着実に一段一段を乗り越えてい

くことの連続で階段状に成長していきます。だから、子供を見守る私たちにも、我慢強さが必要です。 

これからも、保護者・学校・地域がそれぞれの立場から子供たちを見つけ、共に共有して子供たちの健全育

成をめざして歩んでいけるよう、ご理解ご協力をお願いいたします。 

  



 

 

 

 

 

 

 

２月の行事予定                   ○の中は授業時間、特は特別時程です。 

日 月 火 水 木 金 土 

  

 

１ふれあい月間 

朝学習 

安全指導 

４時間授業 

２     

朝学活 

 

３    

朝学習 

４    

朝学習  

５ 

６ ７    

全校朝会 

 

８     

朝学習 

 

 

９      

朝学活 

４時間授業 

１０    

朝学習 

１１ 

建国記念の日 

１２     

土曜授業 

全学年３時間 

１３ １４    

全校朝会 

新１年生保護者会 

１年糸車体験 

 

 

１５    

朝学習 

 

１６     

朝学活 

 

１７    

朝学習 

１８    

☆児童集会 

☆縦割り班遊び 

１９ 

２０ ２１    

全校朝会 

５・６年５時間授業 

２２    

☆体育集会 

☆クラブ活動 

 （最終） 

２３    

天皇誕生日 

２４    

朝学習 

☆４年社会科見学 

２５   

音楽朝会 

連合図工展（始） 

☆４・５年保護者会 

２６ 

２７ ２８   

全校朝会 

☆１・３年保護者会 

１    

朝学習 

安全指導 

連合図工展（終） 

☆２・６年保護者会 

２     

朝学活 

☆地域子ども会 

☆委員会活動 

 （最終） 

３     

朝学習 

４     

児童集会 

☆６年生を送る会 

５ 

〇２・３月は、予告をせずに避難訓練を行います。ハンカチを身に付けておくようお声掛けください。 

〇この予定は、１月２７日現在のものです。緊急事態宣言や感染症拡大防止の観点から、☆のついた行事は延期、ま

たは中止になる場合があります。ご了承ください。 

○欠席した場合は、電話や児童用タブレットで連絡をさせていただく場合もあります。 

※２月１２日に予定していた学校公開・学習展示会は、感染症拡大により、学校公開は中止、学習展示会は延期にな

りました。 

 

 

 

 

２月の生活目標「寒さに負けずに生活しましょう」  生活指導委員会 上原 陽博 
 
 まもなく立春を迎えますが、まだまだ寒さの厳しい日は続きます。学校では「寒いから、教室で過ごす」

のではなく、「寒いから、運動して体をあたためよう」という選択肢を、子供たちの中に作ることができれば

いいなと感じています。感染症予防対策をしながらの外遊びではありますが、校庭や屋上からは子供たちの

元気な遊び声が聞こえてきます。「外で元気よく遊ぶ」「手洗いをしっかりする」「早寝早起きをする」「給食

を残さず食べる」等、健康を意識した生活ができるよう、声掛けをしていきます。 

 

６年オンライン演劇鑑賞教室 



練馬区教育委員会方針１／２１（金）を受けての豊玉小の教育活動予定 
豊玉小教育活動 日程 実施〇

中止× 

備考 

縦割り班活動 

クラブ活動 

委員会活動 

 × 

× 

△ 

異学年交流を制限するため、縦割り班活動、クラブ活動

は中止します。委員会活動は学年ごとに分けたうえで活

動は継続します。 

 

学校公開 ２/１２ × 区の方針を受け中止します。 

 

学年での活動 

（例）１年糸車 

 

２/１５ 

 

〇 

学級単位で時間等をずらして実施していきます。 

社会科見学 

３年ふるさと文化館 

４年府中の森博物館 

５年国会・東京タワ

ー・江戸東京博 

 

３/１１ 

２/２４ 

３/１６ 

 

〇 

〇 

〇 

３年は午前実施の給食あり 

４年・５年は給食なし・お弁当の用意をお願いいたしま

す。（※当日中止でもお弁当を持たせてください。） 

※消毒したバスで移動し、見学先と感染症予防対策を打

ち合わせた上で実施します。 

※各学年の保護者会で説明いたします。 

 

新一年生保護者会 ２/１４ 〇 体育館で時間を短縮して実施します。 

参加保護者は各家庭１名とし、在校児童は連れてこない

ようお願いいたします。（未就学児は可とします。） 

 

各学年の保護者会 右記 

参照 

〇 体育館にて交代制で行います。終了後学級会を体育館内

で行う予定です。 

２/２５日(金)１３：４５～４年生 

        １４：４５～５年生 

２/２８日(月)１３：４５～１年生 

        １４：４５～３年生 

３/１日(火)１３：４５～２年生 

        １４：４５～６年生 

 

R3卒業式 ３/２５ 〇 区の方針に則り、参列者の制限や時間短縮のための内容

の縮減・削減等の感染防止措置を講じて実施します。 

＜参列者の制限＞ 

卒業生、教職員、保護者（各家庭２名まで）のみとし、

来賓および在校生、PTAの参列はなしとします。 

＜時間短縮＞ 

 式全体を１時間以内で計画します。 

＜感染防止措置＞ 

・当日の検温・椅子間隔を１ｍ以上確保・常時換気 

・原則マスク着用 

歌唱はしない等、感染防止措置をとり行います。 

 

R4入学式 ４/６ 〇 現段階では、卒業式に準じて行います。 

 

★今後、緊急事態宣言等が出れば更に変更になることもあります。 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

心のふれあい相談室 開室日 

１(火)  ２(水)  ７(月) ９(水)１５(火)  

１８(金) ２１(月) ２２(火) ２８（月） 
９：３０～１６：００ 

★面談希望の方は、相談室用電話までお電話ください。 

相談室 ０８０－７２７８－７３４７ 

スクールカウンセラー 来校日 
３日 １０日 ２４日（木曜日） 

１０：００～１６：００ 

★面談希望の方は、職員室副校長までお電話ください。

職員室 ３９９３－４２８６ 

☆保護者会について 

 今年度最後の保護者会では、児童用タブレットの使い方についてご案内させて

いただきます。また各クラスでの保護者会が実施できる場合は、お子様のタブレ

ットを使って操作方法を確認する時間も設定する予定です。実際に操作を確認さ

れたい方は、保護者会時にお子様のタブレットをお持ちください。保護者会の日

は、タブレットを家に置いてくるよう声をかけます。またお子様のタブレットの

アカウントとパスワードをご確認の上、ご来校くださいますようお願いいたしま

す。 

感染症予防対策のため、当日の体調・検温を記入した「来校確認証」を持参し

てください。ご本人やご家族の方で体調不良がある場合は無理をせず、出席を控

えてください。 

感染症予防対策と対応について（1月 2７日現在、流行期となるインフルエンザは出ていません） 

 新型コロナウイルスの流行は、不定期に感染状況を変化させ、社会全体でそのつど感染症予防対策を強め

たり、緩めたりを繰り返しています。言わば「コロナ禍」と「日常生活」を意識する中で、行動だけでなく気 

持ちをどう切り替えていくのか、子供たちはもちろん、大人にもメンタルヘルス対策に合わせて感染症予防

対策をしなければいけない状態になっているように感じます。学校でも引き続き、強化した感染症予防対策

に努め、並行して子供たちの心の様子に目を向けていきます。ご家庭でもご協力と支援をお願いいたします。 

 

◎ご家庭で行う感染予防対策          ◎学校で行う感染予防対策 ※学校活動全般 

 〇登校時の健康観察を必ず行ってください。    〇学校入室前の健康観察 

  ・朝、発熱や風邪の症状がある時は登校を控え   ・発熱があるとき・風邪気味のときは保護者に 

てください。※医師の診断をお勧めします。    確認➡早退 

 〇うがい・石けんでの手洗いをこまめに行う。   〇換気を意識した教室環境 

 〇正しいマスクの着用              〇石けんでの手洗いをこまめに行う。 

 〇水筒・ハンカチ・ティッシュの用意       〇正しいマスクの着用 

 〇できるだけ、人混みは避ける。         〇こまめな水分補給 

                         〇黙食の実施 

 


